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GMO TECH株式会社
代表取締役社長CEO
鈴木 明人

株主の皆様へ
　株主の皆様には、平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申
し上げます。当社の第13期定時株主総会招集ご通知をお届けい
たします。

当社は2018年上期に発生したアフィリエイト広告における大
規模案件の取組み内容変更による経営課題の対策に向け、下期
よりアドテク事業の方針・体制を変更。インフルエンサー広告
取り扱い開始、検索エンジン対策の営業人員強化およびアフィ
リエイト広告復活に向けた体制変更の３つに注力いたしました。
またO2O事業については、チェーン店を中心とした導入店舗
数の拡大や商品強化に注力して参りましたが、下期に大きく方
針を変更し事業譲渡を行う決断を致しました。

　2019年は、引き続き昨年に決断したインフルエンサー広告、
アフィリエイト広告、検索エンジン対策の３つのビジネスへの
ポイント集中、およびO2O事業の譲渡完了を行います。これに
より黒字化転換を行う所存です。

　株主総会におきましては、総会後に事業戦略説明会を開催い
たします。重点施策についての詳細のご説明をさせていただき
ます。是非ご参加いただければ幸いです。

　株主の皆様におかれましては、一層のご支援を賜りますよう、
何卒よろしくお願い申し上げます。
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証券コード：6026
2019年２月28日

株 主 各 位
東 京 都 渋 谷 区 桜 丘 町 26 番 １ 号
ＧＭＯ ＴＥＣＨ株式会社
代表取締役社長CEO 鈴 木 明 人

　
第13期 定時株主総会招集ご通知

　
拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
　さて、当社第13期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席下さいますよう
ご通知申し上げます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手
数ながら後記の株主総会参考書類をご検討下さいまして、同封の議決権行使書用紙に議案に対す
る賛否をご表示いただき、2019年３月18日（月曜日）午後７時までに到着するようご送付下さ
いますようお願い申し上げます。

敬 具
記

　

1. 日 時 2019年３月19日（火曜日）午後２時（受付開始 午後１時30分）
2. 場 所 東京都渋谷区桜丘町26番１号 セルリアンタワー14階会議室
3. 会議の目的事項
報告事項 第13期（2018年１月１日から2018年12月31日まで）事業報告および計算書類報告の件
決議事項
第１号議案 定款一部変更の件
第２号議案 取締役（監査等委員であるものを除く）５名選任の件

以 上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出下さい。紙資源節約のため、本「招集ご通知」をご持参下さ
い。なお、株主総会参考書類および添付書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（https://gmotech.jp/ir/）に
掲載させていただきます。

◎次の事項につきましては、法令および当社定款第16条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト（https://gmotech.jp/ir/）
に掲載しておりますので、本招集ご通知添付書類には記載しておりません。従いまして、本招集ご通知添付書類は、監査報告書を作成する
に際し、監査等委員会および会計監査人が監査をした対象の一部であります。
・計算書類の個別注記表
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議案および参考事項

第１号議案 定款一部変更の件
　
１．変更の理由
ＧＭＯインターネットグループが掲げる創業の精神の当社における位置づけを整理するため、現行定款の

変更を行なうものです。

２．変更の内容
変更の内容は、次のとおりであります。

（下線は変更部分）
現 行 定 款 変 更 案

第１章 総則 第１章 総則

第１条（条文省略） 第１条（現行通り）

（創業の精神） （ＧＭＯインターネットグループ創業の精神）
第２条 当会社ならびにＧＭＯインターネットグルー

プは、創業の精神として「スピリットベンチャ
ー宣言」を掲げ、インターネットの “場” の提
供に経営資源を集中し、「日本を代表する総合
インターネットグループ」として、インターネ
ットを豊かに楽しくし、新たなインターネット
の文化・産業とお客様の「笑顔」「感動」を創
造し、社会と人々に貢献する。

第２条 当会社は、ＧＭＯインターネットグループの
一員として、グループの創業の精神である「ス
ピリットベンチャー宣言」を掲げ、インターネ
ットの” 場” の提供に経営資源を集中し、「日
本を代表する総合インターネットグループ」と
して、インターネットを豊かに楽しくし、新た
なインターネットの文化・産業とお客様の「笑
顔」「感動」を創造し、社会と人々に貢献する。
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第２号議案 取締役（監査等委員であるものを除く）５名選任の件
　
取締役全員（５名）は、本総会の終結の時をもって任期満了となりますので、取締役５名の選任をお願いいた
したいと存じます。
なお、監査等委員会は、各候補者に関して、当事業年度における業務執行状況および業績等を評価したうえ
で、当社の取締役として適任であると判断しております。
取締役候補者は、次のとおりであります。

　
候補者
番 号 氏 名 地 位 担 当 当事業年度における

取締役会への出席状況（出席率）

1 再 任
く ま が い ま さ と し

熊 谷 正 寿 取締役会長 ― 15回中13回に出席
（87％）

2 再 任
す ず き あ き と

鈴 木 明 人
代表取締役社長

CEO ― 15回中14回に出席
（93％）

3 再 任
こ ば や し しゅういち

児 林 秀 一 常務取締役 営業本部 本部長 15回中15回に出席
（100％）

4 再 任
そ め や や す ひ ろ

染 谷 康 弘 取締役CFO 管理部部長 15回中15回に出席
（100％）

5 再 任
や す だ ま さ し

安 田 昌 史 取締役 ― 15回中15回に出席
（100％）
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候補者
番 号

1
く ま が い ま さ と し

熊 谷 正 寿
（1963年７月17日生）

再 任

所有する当社の株式数
普通株式
－株

▪略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

1991年５月 株式会社ボイスメディア（現GMOインターネット株式会社）
代表取締役

1999年９月 株式会社まぐクリック（現GMOアドパートナーズ株式会社）
代表取締役

2000年４月 株式会社まぐクリック（現GMOアドパートナーズ株式会社）
取締役

2001年８月 株式会社アイル（現GMOクラウド株式会社）代表取締役会長
2002年４月 GMO総合研究所株式会社（現GMOリサーチ株式会社）取締役

会長（現任）
2003年３月 グローバルメディアオンライン株式会社（現GMOインターネ

ット株式会社）代表取締役会長兼社長
2003年３月 株式会社アイル（現GMOクラウド株式会社）取締役会長（現

任）
2004年３月 株式会社paperboy&co.（現GMOペパボ株式会社）取締役会

長（現任）
2004年３月 GMOモバイルアンドデスクトップ株式会社（現GMOメディア

株式会社）取締役会長（現任）
2004年12月 株式会社カードコマースサービス（現GMOペイメントゲート

ウェイ株式会社）取締役会長
2007年３月 株式会社まぐクリック（現GMOアドパートナーズ株式会社）

取締役会長
2008年５月 GMOインターネット株式会社代表取締役会長兼社長グループ

代表（現任）
2009年４月 株式会社イノベックス（現GMO TECH株式会社）取締役会長

（現任）
2011年12月 GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役会長兼社長
2012年12月 GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役会長（現任）
2015年３月 GMOアドパートナーズ株式会社取締役
2016年３月 GMOアドパートナーズ株式会社取締役会長（現任）
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候補者
番 号

2
す ず き あ き と

鈴 木 明 人
（1974年７月29日生）

再 任

所有する当社の株式数
普通株式

190,500株

▪略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

1998年４月 三菱自動車工業株式会社入社

2003年６月 日産自動車株式会社入社

2006年４月 株式会社リクルート（現株式会社リクルートホールディングス）
入社

2006年12月 株式会社イノベックス（現GMO TECH株式会社）設立、代表
取締役社長CEO（現任）

候補者
番 号

3
こ ば や し しゅういち

児 林 秀 一
（1978年３月29日生）

再 任

所有する当社の株式数
普通株式
－株

▪略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

2010年４月 GMO SEOテクノロジー株式会社（現GMO TECH株式会社）
入社

2010年４月 GMO SEOテクノロジー株式会社（現GMO TECH株式会社）
開発部部長

2013年２月 GMO TECH株式会社SEM事業部事業部長
2013年３月 GMO TECH株式会社取締役就任
2014年３月 GMO TECH株式会社取締役退任
2016年３月 GMO TECH株式会社取締役 アドテク事業部事業部長
2017年３月 GMO TECH株式会社常務取締役 アドテク事業部事業部長
2018年11月 GMO TECH株式会社常務取締役 営業本部本部長（現任）

候補者
番 号

4
そ め や や す ひ ろ

染 谷 康 弘
（1971年５月14日生）

再 任

所有する当社の株式数
普通株式
－株

▪略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

2002年４月 グローバルメディアオンライン株式会社（現GMOインターネ
ット株式会社）入社

2007年11月 株式会社ブロードバンドタワー入社
2011年６月 GMOインターネット株式会社入社
2013年５月 GMO TECH株式会社入社
2013年５月 GMO TECH株式会社管理部部長（現任）
2014年３月 GMO TECH株式会社取締役CFO（現任）
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候補者
番 号

5
や す だ ま さ し

安 田 昌 史
（1971年６月10日生）

再 任

所有する当社の株式数
普通株式
－株

▪略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

2000年４月 公認会計士登録
2000年４月 インターキュー株式会社（現GMOインターネット株式会社）

入社
2001年９月 グローバルメディアオンライン株式会社（現GMOインターネ

ット株式会社）経営戦略室長
2002年３月 グローバルメディアオンライン株式会社（現GMOインターネ

ット株式会社）取締役経営戦略室長
2003年３月 グローバルメディアオンライン株式会社（現GMOインターネ

ット株式会社）常務取締役グループ経営戦略担当兼IR担当
2005年３月 グローバルメディアオンライン株式会社（現GMOインターネ

ット株式会社）専務取締役管理部門統括・グループ経営戦略・
IR担当

2008年５月 GMOインターネット株式会社専務取締役グループ管理部門統
括

2013年３月 GMOインターネット株式会社専務取締役 グループ代表補佐
グループ管理部門統括

2015年３月 GMOインターネット株式会社取締役副社長 グループ代表補佐
グループ管理部門統括（現任）

2016年３月 GMOメディア株式会社取締役（現任）
2016年３月 GMOクラウド株式会社取締役（現任）
2016年３月 GMOペパボ株式会社取締役（現任）
2016年３月 GMOリサーチ株式会社取締役（現任）
2016年３月 GMOアドパートナーズ株式会社取締役（現任）
2016年３月 GMO TECH株式会社取締役（現任）
2016年６月 GMOクリックホールディングス株式会社（現GMOフィナンシ

ャルホールディングス株式会社）取締役（現任）
2016年６月 あおぞら信託銀行株式会社社外監査役（現任）
2016年12月 GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役（現任）

　

（注）1. 取締役候補者鈴木明人氏、児林秀一氏、染谷康弘氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
　 2. 取締役候補者熊谷正寿氏・安田昌史氏は、当社の親会社であるGMOインターネット株式会社の代表取締役会長兼社長グル

ープ代表・取締役副社長 グループ代表補佐 グループ管理部門統括を務めており、当社と同社との間には、営業上の取引関
係があります。

　 3. 取締役候補者熊谷正寿氏・安田昌史氏の過去５年間における当社の親会社であるGMOインターネット株式会社および同社
の子会社における業務執行者としての地位および担当は、「略歴、地位、担当および重要な兼職の状況」に記載のとおりで
あります。

以上
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8

（単位：百万円）

アドテク事業 Ｏ２Ｏ事業

第12期 第12期

部門別売上高

第13期 第13期

2,513
3052,398

397

1 会社の現況に関する事項
　
（1）当事業年度における事業の経過および成果
　

当事業年度におけるわが国経済は、企業収益の回復や雇用及び所得環境の改善などを背景に個人消費も底堅
く、緩やかながらも回復基調を続けてまいりました。一方で、米中通商摩擦などの海外経済の不確実性の高ま
りが、株式市場に大きく影響を与えるなど、先行きの不透明感は払拭できないまま推移しております。
　当社の事業領域であるインターネット広告分野におきましては、2018年のインターネット広告費が前年比
11.5％増の1兆5,360億円（予測）と伸長し2022年まで年110％超の成長を続けると見られております。（矢
野経済研究所調査）。
　また、国内におけるスマートフォンの保有者の割合が2017年に60.9％と前年比4.1％増加するなど、スマ
ートフォンは引き続き急速に普及しており（総務省調査）、今後もインターネットにおける検索・集客の重要
性は、益々高まるものと考えております。

　このような環境下のもと、当社はアドテク事業の事業基盤の強化ならびにO2O事業の収益化を推進するた
め、商品開発に加え、営業力の強化を目的とした地方拠点の追加など経営資源の配分を行ってまいりました。
　しかしながら、大手顧客の取り組み変更の影響による売上低下を受け、収益改善に向けた商品戦略ならびに
事業構造の見直しを図る局面となっております。
　以上により、当事業年度における業績は、売上高2,795,994千円（前年同期比0.8％減）、営業損失95,499
千円（前年同期は104,499千円の営業利益）、経常損失99,182千円（前年同期は103,219千円の経常利益）
となりました。また、O2O事業における減損損失を計上した結果、当期純損失175,990千円（前年同期は
47,676千円の当期純利益）となりました。
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（2）設備投資の状況
　

　当事業年度において実施いたしました設備投資の総額は15,694千円で、その主なものはソフトウェアであ
ります。

（3）資金調達の状況
　

　該当事項はありません。

（4）事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況
　

　（事業譲渡）
　当社は、2018年12月17日開催の取締役会において、株式会社ヤプリに対して、O2O事業の一部である
「GMOアップカプセルPRO」等を譲渡する事業譲渡契約について決議を行い、事業譲渡契約を締結いたしまし
た。
①本事業譲渡の概要
　(ⅰ)相手先企業の名称
　 株式会社ヤプリ
　(ⅱ)譲渡した事業の内容
　 O2O事業の一部である「GMOアップカプセルPRO」等
　(ⅲ)事業譲渡を行なった主な理由
　当社は2013年より集客支援の新たな手法としてO2O事業の開発に取り掛かり、2014年に「GMO
AppCapsule（現GMOアップカプセル（以下本サービス））」を開始いたしました。スマートフォンアプリ
市場は急速に拡大しておりますが、スマートフォンアプリ開発には多額の開発費や導入費がかかるために、
非インターネット中小企業の自社アプリの保有は広がりにくい状況にございました。当社本サービスはアプ
リの導入を簡単かつ安価に導入いただけるサービスとして運営を行なってまいりました。しかしながら、サ
ービスの向上や認知をさせるためには一定の投資は避けられない状況にあり、収益化には時間がかかってお
りました。
そのような背景の中、このたび、経営資源の選択と集中の観点から、本サービス事業の一部を株式会社ヤ

プリに譲渡することといたしました。
　(ⅳ)事業譲渡日
　 2019年３月１日（予定）
②譲渡事業に係る資産及び負債の適正な帳簿価額並びにその主な内訳
　現時点において未確定となります。
③譲渡価額
　150百万円
④譲渡する事業の属するセグメント経営成績（2018年12月期）
　O2O事業セグメント売上高397百万円
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（5）他の会社の事業の譲受けの状況
　

　該当事項はありません。
　

（6）吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
　

(1）企業結合の概要
①被取得企業の名称及びその事業の内容
　被取得企業の名称 GMOソリューションパートナー株式会社
　事業の内容 Webサイト集客支援事業等
②企業結合を行った主な理由
　グループの同一セグメント内における相乗効果を高め、製販一体の強固な開発・販売体制をさらに強めるた
めGMOソリューションパートナーのWebサイト集客支援事業のうち、「GMOアップカプセル」の販売を中心
としているWebアプリケーション事業を当社が承継いたしました。同事業は、当社のO2O事業の一部である
「GMOアップカプセル」に含まれます。
③企業結合日
　2018年１月１日
④企業結合の法的形式
　簡易吸収分割
⑤取得企業を決定するに至った主な根拠
現金を対価として取得したことによるものであります。
(2）計算書類に含まれている被取得企業の業績の期間
　2018年１月１日から2018年12月31日まで
(3) 被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
　取得の対価 現金及び預金94,800千円
(4) 主要な取得関連費用の内容及び金額
デューデリジェンス費用等 1,500千円
(5) 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
①発生したのれんの金額
　81,995千円
　当第３四半期において、将来キャッシュフロー予測に基づく回収可能性を検討した結果、のれんの減損損失
を69,695千円計上いたしました。当該のれんについては、当事業年度の残高はありません。
②発生原因
主として今後の期待される超過収益力によるものであります。
(6）償却方法及び償却期間
５年間にわたる均等償却
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(7) 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
　流動資産32,338千円
　資産合計32,338千円
　流動負債19,533千円
　負債合計19,533千円

（7）他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況
　

　該当事項はありません。
　

（8）対処すべき課題
　
❶ 事業に関して
　当社が属するインターネット広告市場の市場全体は、スマートフォンの普及に伴い順調に拡大しつつもト
レンドの変化が非常に早く、それによりお客様のニーズが絶えず変化しております。そのような環境下にお
いて、技術力を背景とした自社商材の投入を行いながら、お客様の成果にコミットする事業展開を行ってお
ります。
　アドテク事業においては、創業当初より「SEO事業」に経営資源を集中し人材を重点配置したことが功を
奏し、高いスキルと能力を有しています。こうした知見はスマートフォン向け広告配信サービスである
「GMO SmaAD」においても活かされ、自社商材の拡充を図ってまいりました。上記に加えて、近年ニーズ
が拡大しているリスティング広告およびSNS広告等の運用型広告代行サービスの展開を進めており、中でも
業界特化型の広告運用サービスは長年のノウハウ・知見を蓄積し、戦略商材の最適な組み合わせと精度の高
い提案を通じ、顧客満足度のさらなる拡大に努めてまいります。
　O2O事業においては、2014年９月より提供開始した「GMOアップカプセル」における機能強化・拡充を
すすめてまいりました。「GMOアップカプセル」は、飲食店や美容院、娯楽施設、病院といった実店舗を持
つお客様が自身で簡単にスマートフォンアプリを作成できるサービスです。このサービスにより、店舗事業
者様はアプリによるオンラインからオフラインへのリアルな店舗送客が可能となります。
　2017年２月には「GMOアップカプセル」の上位版であり、お客様のご要望によって個別のカスタマイズ
ができる「GMOアップカプセルPRO」の提供を開始し、大手飲食チェーンや宿泊施設、ECサイトを運営さ
れる小売店などへ販路を拡大し、導入店舗数は3,900店舗（2017年12月末時点）を突破いたしました。しか
しながら、サービスの向上や認知をさせるためには一定の投資は避けられない状況にあり、収益化には時間
がかかっておりました。このたび、経営資源の選択と集中の観点から、「GMOアップカプセル」事業の一部
を株式会社ヤプリに2019年３月１日（予定）譲渡することといたしました。
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❷ 経営体制および組織に関して
　変化が著しいインターネット分野におきまして、当社は経営基盤の強化を図るため、事業再編や商材構成
を見直し、次年度において飛躍するための足場固めを中心に行いました。具体的には、製造部門と販売部門
を同事業部内に位置付ける「製販一体」の組織体制を構築することに加え、地方拠点での運用業務移行によ
るコスト最適化を実施いたしました。次年度では、強固な組織体制をもとに、営業力強化とビジネスエリア
の拡大並びに新技術採用による新たな商品開発が課題と捉えております。また同時にスマートフォン事業領
域に関してはグローバル化が必要不可欠なため、グローバルに対応できる人材の教育並びにそのような人材
の採用の強化を進めております。
　また、世界に通用するサービスを創造するため、鋭意組織の強化を推進しております。
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（単位：百万円）

（単位：百万円）

（単位：百万円） （単位：円）

（単位：百万円） （単位：円）

（単位：百万円）
当期純利益又は
当期純損失（△）

売上高

総資産額

経常利益又は経常損失（△）

純資産額

１株当たり当期純利益又は
１株当たり当期純損失（△）

１株当たり純資産額

第10期第11期第12期

第10期第11期第12期

第10期第11期第12期

第10期第11期第12期

第10期第11期第12期第13期

第13期

第13期

第13期

第13期

1,641
1,231 1,338

355

29
103

3,439
2,867 2,818

（単位：円）
1,013

846 895

220

47

220

7

921.35
797.40 843.93

2,795

△99

△175

1,103 691

△165

651.47

200.04

7.03 44.93

（9）財産および損益の状況の推移
　

区 分 第 10 期
2015年12月期

第 11 期
2016年12月期

第 12 期
2017年12月期

第 13 期
2018年12月期
（当 期）

売上高 （千円） 3,439,028 2,867,438 2,818,618 2,795,994
営業利益又は営業損失
（△） （千円） 356,209 33,513 104,499 △95,499
経常利益又は経常損失
（△） （千円） 355,025 29,149 103,219 △99,182
当期純利益又は当期純
損失（△） （千円） 220,048 7,532 47,676 △175,990
１株当たり当期純利益
又は１株当たり当期純
損失（△）

（円） 200.04 7.03 44.93 △165.84

総資産 （千円） 1,641,554 1,231,559 1,338,714 1,103,714
純資産 （千円） 1,013,483 846,216 895,567 691,336
１株当たり純資産 （円） 921.35 797.40 843.93 651.47

　

（注）１株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式数に基づき算出しております。
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（10）重要な親会社および子会社の状況
　
❶ 親会社との関係
　当社の親会社は、GMOインターネット㈱であり、同社は当社の株式574,000株（議決権比率54.1％）を
保有しております。
　なお、当社はGMOインターネット㈱との間に営業上の取引関係があります。

❷ 親会社との間の取引に関する事項
イ 当該取引をするに当たり当社の利益を害さないように留意した事項
　当社は、親会社等のグループ会社と営業取引を行う場合には、新規取引開始時および既存取引の継続時も
含め、少数株主の保護の観点から取引条件等の内容の適正性を、その他第三者との取引条件との比較などか
ら慎重に検討して実施しております。
ロ 当該取引が当社の利益を害さないかどうかについての取締役会の判断およびその理由
　当社は親会社より取締役を受け入れておりますが、当社経営に対する適切な意見を得ながら、取締役会に
おける多面的な議論を経て決定しております。経営方針や事業戦略はグループシナジー創出の観点を踏まえ
つつ当社独自に作成しており、上場会社として独立性を確保しながら経営および事業活動にあたっておりま
す。
ハ 取締役会の判断が社外取締役の意見と異なる場合の当該意見
　該当事項はありません。

❸ 重要な子会社の状況
　該当事項はありません。

　
❹ 事業年度末日における特定完全子会社の状況
　該当事項はありません。
　

（11）主要な事業内容（2018年12月31日現在）
　

　当社の事業は「アドテク事業」および「O2O事業」であります。
　アドテク事業として、SEO対策・アプリマーケティングおよび運用型広告を軸としたインターネット集客支
援事業を展開しています。
　O2O事業として、iPhone、Androidアプリを簡単に作成できるCMSをASPで提供するO2O（Online to
Offline）事業を展開しています。※「iPhone」はApple Inc.の商標又は登録商標です。「Android」は
Google Inc.の商標又は登録商標です。
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（12）主要な営業所等（2018年12月31日現在）
　

本社：東京都渋谷区桜丘町26番１号
　

（13）使用人の状況（2018年12月31日現在）
　

区 分 使用人数（名） 前期末増減（名） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年）

男性 74 △1 32.4 2.9
女性 42 4 31.4 2.1
合計または平均 116 3 32.0 2.6

（14）主要な借入先の状況（2018年12月31日現在）
　

　該当事項はありません。
　
　
2 会社の株式に関する事項（2018年12月31日現在）
　
❶ 発行可能株式総数 1,125,000株
❷ 発行済株式の総数 1,100,620株
❸ 株主数 728名
❹ 大株主
　

株主名 持株数（株） 持株比率（％）

ＧＭＯインターネット株式会社 574,000 54.09
鈴木 明人 190,500 17.95
三田村 徹彦 19,720 1.86
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 15,100 1.42
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 11,000 1.04
幅 昭義 7,300 0.69
星野 睦子 7,200 0.68
渡辺 進 7,000 0.66
黒須 みち子 6,000 0.57
株式会社ＳＢＩ証券 5,447 0.51
（注）当社は自己株式39,430株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。また、持株比率は自己株式を控除して計算

しております。
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3 会社の新株予約権等に関する事項（2018年12月31日現在）
　
（1）当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権等の現況
　

　2014年3月20日開催の定時株主総会決議による新株予約権
・新株予約権の払込金額 払込を要しない
・新株予約権の行使価額 １個につき2,784円（注）
・新株予約権の行使期間 2016年３月25日から2024年３月20日まで
・新株予約権の行使の条件
① 新株予約権は、その権利行使時において、当社の株式が国内における金融商品取引所に上場されている
ことを要する。

② 新株予約権者は、権利行使時において当社の取締役、監査等委員、従業員もしくは当社の子会社の取締
役、監査等委員、従業員のいずれかの地位であることを要する。

③ 新株予約権者は、新株予約権のうち、その一部につき行使することができる。ただし１個未満の新株予
約権については、この限りではない。

④ 新株予約権者の相続人は新株予約権を行使できないものとする。
⑤ その他の行使の条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者の間で締結する「新株予約権割当
契約書」に定めるところによる。

・当社役員の保有状況
　

区 分 新株予約権の数 目的となる株式の種類および数（注） 保有者数

取締役（監査等委員および社外取締役を除く） 944個 普通株式 4,720株 3名
社外取締役（監査等委員を除く） － －
取締役（監査等委員） 250個 普通株式 1,250株 1名
（注）2014年９月16日付で普通株式１株につき５株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の行使価額」、「目的と

なる株式の種類および数」が調整されております。

（2）当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権等の状況
　

　該当事項はありません。

（3）その他新株予約権等に関する重要な事項
　

　該当事項はありません。
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4 会社役員に関する事項
　
（1）取締役の氏名等（2018年12月31日現在）

地位 氏名 担当および重要な兼職の状況

取締役会長 　熊 谷 正 寿

GMOインターネット㈱ 代表取締役会長兼社長グループ代表
GMOペイメントゲートウェイ㈱ 取締役会長
GMOクラウド㈱ 取締役会長
GMOアドパートナーズ㈱ 取締役会長
GMOペパボ㈱ 取締役会長
GMOリサーチ㈱ 取締役会長
GMOメディア㈱ 取締役会長

代表取締役社長CEO 　鈴 木 明 人
常務取締役 　児 林 秀 一 営業本部本部長
取締役CFO 　染 谷 康 弘 管理部部長

取締役 　安 田 昌 史

GMOインターネット㈱ 取締役副社長 グループ代表補佐
グループ管理部門統括
GMOペイメントゲートウェイ㈱ 取締役
GMOクラウド㈱ 取締役
GMOアドパートナーズ㈱ 取締役
GMOペパボ㈱ 取締役
GMOリサーチ㈱ 取締役
GMOフィナンシャルホールディングス㈱ 取締役
GMOメディア㈱ 取締役
あおぞら信託銀行㈱ 社外監査役

取締役（監査等委員） 　三田村 徹 彦
取締役（監査等委員） 　森 谷 耕 司 税理士法人 森谷会計事務所 税理士
取締役（監査等委員） 　穴 田 功 弁護士法人 瓜生・糸賀法律事務所 弁護士

　
　

（注）1. 社内情報を収集し、監査の実効性を高め監査・監督機能を強化するために、三田村徹彦氏を常勤の監査等委員に選定してお
ります。

2. 森谷耕司氏および穴田功氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
3. 森谷耕司氏は税理士の資格を有しており、税務および会計に関する相当程度の知見を有しております。穴田功氏は弁護士の
資格を有しており、法律に関する相当程度の知見を有しております。

4. 当社は株式会社東京証券取引所に対して、森谷耕司氏および穴田功氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
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（2）責任限定契約の内容の概要
　

　当社は社外取締役との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を
限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としておりま
す。

（3）取締役の報酬等の額
　

区 分 支給人員 報酬等の額

取締役（監査等委員を除く）
（うち社外取締役）

５名
（ －名)

43,959千円
（ －千円)

取締役（監査等委員）
（うち社外取締役）

３名
（ ２名)

12,300千円
（ 6,300千円)

　

（注）1. 取締役（監査等委員を除く）報酬限度額は、2016年３月19日開催の第10期定時株主総会において、年額80,000千円以内
と決議いただいております。

2. 取締役（監査等委員）報酬限度額は、2016年３月19日開催の第10期定時株主総会において、年額20,000千円以内と決議
いただいております。

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2019年02月22日 15時18分 $FOLDER; 19ページ （Tess 1.50(64) 20181220_01）



事業報告

19

（4）社外役員に関する事項
　
❶ 他の法人等との重要な兼職の状況および当社と当該他の法人との関係
・取締役（監査等委員）森谷耕司氏は、税理士法人森谷会計事務所税理士を兼務しております。
なお、当社と、税理士法人森谷会計事務所との間に特別の関係はありません。
・取締役（監査等委員）穴田功氏は、弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所弁護士を兼務しております。
なお、当社と、弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所との間に特別の関係はありません。

❷ 当事業年度における主な活動状況
　

区 分 氏 名 主な活動状況

取締役（監査等委員) 森 谷 耕 司
当事業年度に開催された取締役会15回のうち、14回に出席
し、また、監査等委員会12回のうち、12回に出席し、主に
税理士としての専門的見地から、適宜発言を行っておりま
す。

取締役（監査等委員) 穴 田 功
当事業年度に開催された取締役会15回のうち、12回に出席
し、また、監査等委員会12回のうち、10回に出席し、主に
弁護士としての専門的見地から、適宜発言を行っておりま
す。
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5 会計監査人の状況
　
（1）会計監査人の名称
　

　有限責任監査法人トーマツ

（2）当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
　

支払額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 20,000千円

当社が会計監査人に支払うべき金銭およびその他の財産上の利益の合計額 20,000千円
　

（注）1. 監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、
過年度の監査計画における監査項目別、階層別監査時間の実績および報酬額の推移並びに会計監
査人の職務遂行状況を確認し、当事業年度の監査計画および報酬額の妥当性を検討した結果、会
計監査人の報酬等について会社法第399条第１項の同意を行っております。

　 2. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監
査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係
る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

（3）非監査業務の内容
　

　当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務を委託しておりません。

（4）会計監査人の解任または不再任の決定の方針
　

　監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監
査人の解任または不再任に関する議案を株主総会に提出いたします。
　監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監
査等委員全員の合意に基づき、監査等委員会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定
した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、解任の旨およびその理由を報告いたします。
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6 会社の体制および方針
　
１．業務の適正を確保するための体制
　取締役の業務の執行が法令および定款に適合することを確保する体制、その他業務の適正を確保するための体
制についての決定内容の概要は、以下のとおりであります。
　

①取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
（1）取締役会は、取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するため、コンプ

ライアンス規程を定め、コンプライアンス体制の整備に努める。
（2）コンプライアンス意識の浸透、向上を図るため使用人に対するコンプライアンス教育を定期的に実施する。
（3）内部監査室により、コンプライアンス体制の有効性について監査を行うとともに、コンプライアンス体制

の状況は代表取締役社長に報告する。
（4）各取締役は、取締役または使用人の職務の執行が法令・定款に適合していない事実を発見した場合、取締

役会および監査等委員会に報告する。各監査等委員は、取締役の職務の執行について監査を行う。
②取締役の職務執行に係る情報の保存および管理に関する体制
（1）取締役の職務執行に係る情報は、法令、定款および「文書管理規程」等の社内規程、方針に従い、文書

（紙または電磁的媒体）に記録して適切に保管および管理する体制を整える。また、取締役および監査等委
員はこれらの文書を閲覧することができるものとする。

（2）情報セキュリティについては、情報セキュリティ管理規程に基づき、その継続的な改善を図るものとする。
③損失の危機の管理に関する規程その他の体制
（1）経営全般に関わるリスク管理を行うために、リスク管理規程・コンプライアンス規程を定め、内部監査室

により、それぞれ規程の整備、運用状況の確認を行うとともに、全社員（取締役、監査等委員、使用人、
契約社員等も含む。）に対する研修等を定期的に実施する。

（2）取締役、監査等委員および主要な使用人で構成する経営会議により、コンプライアンス、リスクマネジメ
ント、情報セキュリティについて検討することにより、迅速な危機管理体制を構築できるよう努めるもの
とする。

④取締役および使用人の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
（1）原則毎週１回の経営会議、毎月１回の定時取締役会、または臨時取締役会を必要に応じ随時開催し、情報

の共有および意思の疎通を図り、業務執行に係わる重要な意思決定を機動的に行うとともに、取締役の業
務執行状況の監督を行うものとする。

（2）職務執行に関する権限および責任については、「取締役会規程」、「組織規程」、「職務権限規程」等の社内規
程で定め、随時見直しを行うものとする。

⑤当社およびその親会社並びに子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
　 当社およびその親会社並びに子会社との間における不適切な取引または会計処理を防止するため、内部監査

室は、定期的に内部監査を実施し、その結果を代表取締役社長および監査等委員に報告することにより、業
務全般に関する適正性を確保する。
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⑥監査等委員がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
　 監査等委員がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、監査等委員と協議のうえ、合理的な範
囲で管理部スタッフがその任にあたるものとする。

⑦前号の使用人の他の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性に関する事項
（1）前号の使用人が監査等委員より指示された業務の実施に関しては、取締役からの指示、命令を受けないも

のとする。
（2）前号の使用人の任命、異動については、事前に監査等委員に報告し、その了承を得ることとする。
⑧取締役および使用人が監査等委員に報告するための体制その他の監査等委員への報告に関する
体制

（1）取締役および使用人は、会社に対し著しい損害を及ぼす恐れのある事実が発生する可能性が生じた場合も
しくは発生した場合、または法令・定款に違反する重大な事実が発生する可能性が生じた場合もしくは発
生した場合は、その事実を監査等委員に報告しなければならないこととする。

（2）代表取締役社長その他取締役および監査等委員は、定期・不定期を問わず、当社におけるコンプライアン
スおよびリスク管理への取組状況その他経営上の課題についての情報交換を行い、取締役・監査等委員間
の意思疎通を図るものとする。

⑨その他監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制
（1）監査等委員は、取締役会のほか経営会議等の会議にも出席し、重要事項の報告を受けることができる。
（2）監査等委員は、各種議事録、決裁書類（紙または電磁的媒体）等により取締役等の意思決定および業務執

行の記録を自由に閲覧することができる。
（3）監査等委員は、内部監査室と連携および協力するとともに、代表取締役社長との意見交換の場を定期的に

設ける。
⑩財務報告の信頼性を確保するための体制

当社は、財務報告の信頼性確保および金融商品取引法に規定する内部統制報告書の有効かつ適切な提出のた
め、金融商品取引法その他関連法令に従い、当社の財務報告に係る内部統制システムの整備・構築を行い、
その仕組みが有効かつ適切に機能することを定期的・継続的に評価し、金融商品取引法および関係法令等と
の適合性を確保するものとする。

⑪反社会的勢力排除に向けた体制
（1）当社は、反社会的勢力に対する毅然とした対応を取ること、反社会的勢力との一切の関係を拒絶すること

を反社会的勢力対策規程に定め、すべての取締役および監査等委員並びに使用人に周知徹底する。
（2）反社会的勢力による不当要求、組織暴力および犯罪行為に対しては、警察等の外部専門機関と連携し、解

決を図る体制を整備する。
⑫業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

当社の取締役会は、取締役８名（うち、社外取締役２名）で構成されており、その取締役会には取締役およ
び監査等委員が出席して、業務執行取締役から業務執行状況の報告が行われるとともに、重要事項の審議・
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決議を行っております。
議場において社外取締役は、独立した立場から議論に加わるとともに、経営の監視・監督を行っており、各
監査等委員においても同様に経営の監査を行っております。
また、常勤監査等委員は取締役会のほか、経営会議等の社内重要会議に出席するとともに、取締役から業務
執行の状況について直接聴取を行い、業務執行の状況やコンプライアンスに関する問題点を日常業務レベル
で監視する体制を整備しており、経営監視の強化および向上を図っております。

　
２．剰余金の配当等の決定に関する方針
　当社は、財務体質と経営基盤の強化を図る一方、株主に対する利益還元を経営の最重要課題の一つとして位置
付けております。
　当社は、持続的な成長のための積極的な事業投資と株主の皆さまへの利益配分を継続してまいります。
　成長企業として必要な内部留保を行いつつ、業績連動型の株主還元を実施することを基本方針としておりま
す。また、配当性向目標の基準を50％とさせていただいております。
　当期の配当につきましては、業績進捗・財務状況を総合的に勘案し、無配とさせていただいております。
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貸借対照表 （2018年12月31日現在） （単位：千円）

科 目 第13期
2018年12月31日現在

（ご参考）第12期
2017年12月31日現在

● 資産の部
流動資産 971,200 1,195,716
現金及び預金 512,885 536,641
売掛金 315,472 319,256
未収還付法人税等 16,491 －
関係会社預け金 100,000 300,000
前払費用 26,352 37,251
繰延税金資産 2,625 3,506
その他 2,508 －
貸倒引当金 △5,135 △939
固定資産 132,514 142,998
有形固定資産 11,212 8,547
建物附属設備 8,161 7,285
工具,器具及び備品 3,051 1,261
無形固定資産 1,147 131
電話加入権 13 13
ソフトウェア 1,134 117
投資その他の資産 120,153 134,319
投資有価証券 77,433 74,689
関係会社株式 1,000 1,000
長期貸付金 － 15,800
敷金 36,669 36,669
繰延税金資産 － 1,615
その他 5,050 4,545

資産合計 1,103,714 1,338,714
（注）（ご参考）第12期（2017年12月31日現在）は、監査対象外です。
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（単位：千円）

科 目 第13期
2018年12月31日現在

（ご参考）第12期
2017年12月31日現在

● 負債の部
流動負債 407,329 439,417
買掛金 286,482 214,713
未払金 95,475 101,241
未払法人税等 － 46,842
未払消費税等 － 30,026
前受金 13,780 35,798
預り金 11,421 9,429
その他 170 1,366
固定負債 5,048 3,729
繰延税金負債 790 －
資産除去債務 4,258 3,729
負債合計 412,378 443,147
● 純資産の部
株主資本 685,692 893,975
資本金 277,663 277,663
資本剰余金 267,663 267,663
資本準備金 267,663 267,663
利益剰余金 240,441 448,723
利益準備金 8,220 8,220
その他利益剰余金 232,221 440,503
繰越利益剰余金 232,221 440,503

自己株式 △100,074 △100,074
評価・換算差額等 5,643 1,592
その他有価証券評価差額金 5,643 1,592
純資産合計 691,336 895,567
負債及び純資産合計 1,103,714 1,338,714
（注）（ご参考）第12期（2017年12月31日現在）は、監査対象外です。
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損益計算書 （自 2018年１月１日 至 2018年12月31日） （単位：千円）

科 目
第13期

自 2018年１月１日
至 2018年12月31日

（ご参考）第12期
自 2017年１月１日
至 2017年12月31日

売上高 2,795,994 2,818,618
売上原価 2,054,950 2,106,970
売上総利益 741,043 711,647
販売費及び一般管理費 836,543 607,147
営業利益又は営業損失（△） △95,499 104,499
営業外収益
為替差益 － 1,499
還付加算金 － 677
受取利息 382 471
雑収入 561 944 － 2,648

営業外費用
仮想通貨評価損 1,909 －
為替差損 1,452 －
投資有価証券運用損 427 3,649
雑損失 837 4,627 280 3,929
経常利益又は経常損失（△） △99,182 103,219
特別利益
　投資有価証券売却益 3,322 3,322 －
特別損失
減損損失 75,264 －
投資有価証券評価損 1,314 76,579 16,258 16,258
税引前当期純利益又は税引前当期純損失
（△） △172,439 86,960

法人税、住民税及び事業税 1,099 40,303
法人税等調整額 2,451 3,550 △1,019 39,283
当期純利益又は当期純損失（△） △175,990 47,676

（注）（ご参考）第12期（2017年12月31日現在）は、監査対象外です。
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株主資本等変動計算書 （自 2018年１月１日 至 2018年12月31日） （単位：千円）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 資本剰余金
合計 利益準備金

その他
利益剰余金 利益剰余金

合計繰越利益
剰余金

2018年１月１日残高 277,663 267,663 267,663 8,220 440,503 448,723
事業年度中の変動額
剰余金の配当 － － － － △32,292 △32,292
当期純損失（△） － － － － △175,990 △175,990
株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額） － － － － － －

事業年度中の変動額合計 － － － － △208,282 △208,282
2018年12月31日残高 277,663 267,663 267,663 8,220 232,221 240,441

（単位：千円）

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式 株主資本合計 その他有価証券

評価差額金
評価・換算
差額等合計

2018年１月１日残高 △100,074 893,975 1,592 1,592 895,567
事業年度中の変動額
剰余金の配当 － △32,292 － － △32,292
当期純損失（△） － △175,990 － － △175,990
株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額） － － 4,051 4,051 4,051

事業年度中の変動額合計 － △208,282 4,051 4,051 △204,231
2018年12月31日残高 △100,074 685,692 5,643 5,643 691,336
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計算書類に係る会計監査報告（謄本）

独立監査人の監査報告書
2019年２月14日

ＧＭＯ ＴＥＣＨ株式会社
取締役会御中

有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 小 野 英 樹 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 高 木 政 秋 ㊞

　
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、ＧＭＯ ＴＥＣＨ株式会社の2018年１月１日
から2018年12月31日までの第13期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。
計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及びその
附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書
類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
とが含まれる。
監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細書
に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準
に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めて
いる。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実
施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な
虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明
するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案
するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査に
は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体とし
ての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会
計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点
において適正に表示しているものと認める。
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査等委員会の監査報告（謄本）
監 査 報 告 書

　当監査等委員会は、2018年１月１日から2018年12月31日までの第13期事業年度における取締役の職務の
執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。
１．監査の方法及びその内容
　監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並び
に当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその構築及び
運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で
監査を実施しました。
①監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の上、重要な会議に出
席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な
決裁書類等を閲覧し、本社及び事業所において業務及び財産の状況を調査しました。また、子会社について
は、子会社の取締役と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
②事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第５号イの留意した事項並びに同号ロの判断及びその理
由については、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。
③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計
監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から
「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監
査に関する品質管理基準」（2005年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必
要に応じて説明を求めました。
　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算
書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について検討いたしました。
2. 監査の結果
（1）事業報告等の監査結果
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めま
す。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められませ
ん。

③ 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シス
テムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められま
せん。

④ 事業報告に記載されている親会社等との取引について、当該取引をするに当たり当社の利益を害さな
いように留意した事項及び当該取引が当社の利益を害さないかどうかについての取締役会の判断及び
その理由について、指摘すべき事項は認められません。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
　 有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。
　 2019年２月18日

ＧＭＯ ＴＥＣＨ株式会社 監査等委員会
常勤監査等委員 三田村 徹 彦 ㊞
監査等委員 森 谷 耕 司 ㊞
監査等委員 穴 田 功 ㊞

（注）監査等委員森谷耕司及び穴田功は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に規定する社外取締役で
あります。

以 上
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株主総会会場
ご案内図  

会場／東京都渋谷区桜丘町26番１号
　　　セルリアンタワー 14階 会議室
　　　連絡先 03－5489－6370

●JR山手線、JR埼京線、JR湘南新宿ライン
●東急東横線、東急田園都市線
●京王井の頭線
●東京メトロ銀座線、東京メトロ半蔵門線、東京メトロ副都心線

交通の
ご案内 各渋谷駅より徒歩５分

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォントを
採用しています。
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玉川通り 渋谷駅方面

▲オフィス玄関▲オフィス玄関▲オフィス玄関オフィスフロアオフィスフロアオフィスフロア

ホテルフロアホテルフロア こちらよりお入りいただき
受付をお済ませください。
こちらよりお入りいただき
受付をお済ませください。

※入口はこちらではございません。※入口はこちらではございません。

▲京王井の頭線渋谷駅西口からの
　ルート

▲京王井の頭線渋谷駅西口からの
　ルート

▲渋谷駅南改札西口
　からのルート

▲渋谷駅南改札西口
　からのルート

セブンイレブンセブンイレブン

ホテル玄関ホテル玄関

セルリアンタワー詳細図

事業戦略説明会のご案内
・ 株主総会ご参加の株主様には、クオカード等の粗品を
ご用意させていただいております。
・ また総会終了後、同会場にて「事業戦略説明会」の
開催を予定しております。ご多忙の折とは存じますが、
ぜひご出席賜りますようお願い申し上げます。
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